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配当方針の変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、配当方針を下記の通り変更することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 配当方針変更の理由 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、2018年12月期か

ら2020年12月期までの3年間は、連結配当性向について年間100％とともに年間1株当たり配当金額の

下限として300円を目標として掲げ、株主の皆様に利益を還元してまいりました。 

期限となる2020年12月期を迎え、2021年12月期以降の配当方針について見直しを実施しました。

株主の皆様に対する利益還元を基本とする従前の配当方針を継続し、連結配当性向 年間100%を継続

しますが、事業環境及び社会情勢に大きな変化が発生している点と新型コロナウイルスの影響による

業績への影響が不透明な点などを勘案し、1株当たり配当金額の下限については設定しない配当方針

に変更させていただきます。 

 

2. 配当方針の内容 

変更前 変更後 

当社は、株主還元の拡充のために、2018年12月

期から2020年12月期までの３年間、連結配当性

向について年間100％とともに年間１株当たり

配当金額の下限として300円を目標として掲げ

たうえで、連結業績、将来の業績見通し、事業

計画に基づく投資余力・資金需要、内部留保の

適切な水準などを総合的に勘案しつつ、配当金

額を算出することを当社の株主に対する利益還

元の基本方針としております。 

当社は、連結配当性向について年間100％を目

標として掲げたうえで、連結業績、将来の業績

見通し、事業計画に基づく投資余力・資金需

要、内部留保の適切な水準などを総合的に勘案

しつつ、配当金額を算出することを当社の株主

に対する利益還元の基本方針としております。 

 

3. 適用時期 

2021年12月期 配当より適用いたします。 

 

以上 


